
令和６年度 第１回 徳島県森林審議会

と き 令和６年１１月１９日（火）

１４時から

ところ 県庁１０階 特別大会議室

次 第

１ 開 会

２ あいさつ

３ 議 題

（１）諮問案件

①吉野川地域森林計画及び

那賀･海部川地域森林計画の変更計画案について

②林地開発行為の変更許可について

（２）報告事項

①新たな「徳島県食料・農林水産業・農山漁村基本計画」の策定について

（森林・林業施策関係）

②開発行為の規制について

③徳島県県産材利用促進条例における取組状況について

（３）その他

４ 閉 会
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森林審議会根拠法令

【森林法】（昭和２６年法律第２４９号）抜すい

第５章 森林審議会

（設置及び所掌事務）

第６８条 都道府県に都道府県森林審議会を置く。

２ 都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属

させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について

都道府県知事の諮問に応じて答申する。

３ 都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議

することができる。

第６９条 削除

（組織）

第７０条 都道府県森林審議会は、委員をもつて組織する。

２ 委員は、第６８条第２項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうち

から、都道府県知事が任命する。

３ 委員の任期は、２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

ただし、再任を妨げない。

４ 委員は、非常勤とする。

（会長）

第７１条 都道府県森林審議会の会長は、前条第１項の委員が互選した者をも

つて充てる。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 会長に事故があるときは、第１項の委員が互選した者がその職務を代行す

る。

第７２条 削除

（政令への委任）

第７３条 この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、政令で定める。



【森林法施行令】（昭和２６年政令第２７６号）抜すい

（都道府県森林審議会の部会）

第７条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、都道府県森林審議会に

部会を置き、その所掌事務を分掌させることができる。

２ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもつて充てる。

３ 委員の所属部会は、会長が定める。

４ 都道府県森林審議会が特に定めた事項については、部会の決議をもつて総

会の決議とすることができる。

【徳島県附属機関の委員の定数を定める条例】

（平成２６年３月２０日徳島県条例第六号）抜粋

地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第１３８条の４第３項に規定する附属機

関のうち、次の表の上欄に掲げる附属機関の委員の定数は、それぞれ同表の下

欄に定めるとおりとする。

付属機関

名称：徳島県森林審議会

設置根拠となる法律：森林法(昭和２６年法律第２４９号)第６８条第１項

定数：８人以内



徳島県森林審議会会議規則

（招集）

第１条 徳島県森林審議会（以下「審議会」という。）は会長が招集する。

２ 委員の過半数が書面で会議に附すべき事項を示して招集を求めたときは，

会長は審議会を招集しなければならない。

（附議事項の通知）

第２条 会長は審議会を招集するときは，あらかじめ会議に附すべき事項を委

員に通知しなければならない。

（定足数）

第３条 審議会の会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

（議長）

第４条 会長は会議の議長となり議事を整理する。

（動議の制限）

第５条 動議は，出席委員の過半数の同意がなければ議案として審議すること

はできない。

（議決の方法）

第６条 審議会の議事は出席委員の過半数で決し，可否同数のときは議長の決

するところによる。

（議事録）

第７条 議長は議事録を作成しなければならない。

２ 議事録には議長及び審議会の定める２人以上の出席委員が署名しなければ

ならない。

（報告）

第８条 会長は審議会の決議事項の要旨を遅滞なく知事に報告しなければなら

ない。

（庶務）

第９条 審議会の庶務は農林水産部林業振興課において処理する。

（雑則）

第１０条 この規則に定めのない事項については，会長の定めるところによる。




